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医療施設自家発電設備整備事業の実施について 

 

 

 

 標記については、別添「医療施設自家発電設備整備事業実施要綱」によ

り行い、平成２３年５月２日より適用することとしたので通知する。 

 なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。  

○写  
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別 添 

医療施設自家発電設備整備事業実施要綱 

 

 

 

１．目的 

  この事業は、東日本大震災の影響により、電力不足が見込まれる地域

に所在する救命救急センター及び総合周産期母子医療センターについ

て、安定した電力供給の確保を図ることを目的とする。 

 

 

２．事業の実施主体 

  この事業の実施主体は、下表に掲げる地域に所在する救命救急センタ

ー及び総合周産期母子医療センターの開設者とする（ただし、国、独立

行政法人及び国立大学法人を除く。）。 

 

青 森 県 岩 手 県 宮 城 県 秋 田 県 

山 形 県 福 島 県 新 潟 県 茨 城 県 

群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県 栃 木 県 

東 京 都 神 奈 川 県 山 梨 県 静 岡 県※ 

 ※ 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、

裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡に限る。 

 

 

３．事業内容 

停電の発生時等に備え、診療機能の維持を行うのに十分な電力を確保

するための自家発電設備を整備するものとする。 
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